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宣誓制度の概要
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市民のみなさんにお願いします

ゆめっせフェスタ２０２３
性の多様性と人権

〜ＬＧＢＴのリアルと社会的現状〜

本市では、すべての市民が互いに人権を尊重し、多様性を認め合いな
がら、自分らしく生きることができる社会の実現を目指しています。
今回「第２次田川市男女共同参画プラン後期計画」に基づき「パート
ナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を導入しました。

　一方または双方が性的少数者である２人が、日常の生活において相互に協
力し合うことを約束し、また、２人に家族として暮らす子どもや親などがい
る場合に、家族として相互に協力し合うことを約束していることを誓い、市
長に対して表明する制度です。この制度は法律上の婚姻と違い、法的な効力

（親族関係の形成・相続・税金の控除など）はありませんが、性的少数者の
人やその家族の意思が尊重され、安心して生活できるよう、困りごとや生き
づらさが少しでも解消されるよう取り組むものです。

　宣誓をした人に対して、市か
ら「受領カード」を交付します。
この受領カードを提示すること
で、本市のさまざまな行政サー
ビスを利用できます。現在は下
記の 11 項目を予定しています
が、今後も利用できるサービス
の拡充を検討していきます。
　また、行政手続きにおいて当
事者の関係性の説明が必要な場
合には、受領カードを提示する
ことで説明を簡略化することが
できます。

・障がいのある人に対する軽自
　動車税減免申請
・罹災証明書の発行
・母子健康手帳の交付
・乳幼児健診
・生活保護申請
・要介護認定申請
・保育所の入所申込、送迎
・市営住宅の入居申込
・児童クラブの申込、送迎
・小中学校の緊急時の送迎
・市立病院での診療内容説明　

など

　田川市の宣誓制度導入に
大変驚くと同時に嬉

う れ

しく思
っています。子どもの頃か
ら「ホモ」「オカマ」などと馬
鹿にされたりいじめられた
りして、色々と苦しい思い
をしてきました。最近は全
国各地で宣誓制度が導入さ
れ、啓発イベントが開かれ
るなど、以前と比べれば性
的少数者が生きやすい世の
中になってきました。しか
し、今でも差別や偏見の目
にさらされている状況です。
この問題は、流行やファッ
ションとして取り組むもの
ではなく、人間の命や尊厳
と向き合うことです。ぜひ、
田川地区全体で当事者への
理解者（Ａｌｌｙ／アライ）
が増えていくことを願って
います。

　ＬＧＢＴＱなど性的少数
者と呼ばれる人たちは、約
11人に１人と言われ、左
利きの人やＡＢ型の人の割
合と同程度とされていま
す。当事者であることをカ
ミングアウト（自分で第三
者に打ち明ける）した人が
身近にいる・いないに関わ
らず「自分の周りにいるか
もしれない」という認識を
持ってください。性のあり
方は人それぞれであり、単
純に「男性」と「女性」の２つ
に分けることはできませ
ん。市民のみなさんがこの
ことを理解し、日々の行動
や発言に繋

つ な

げていくこと
で、大切な個人の尊厳を認
め合う社会をつくることが
できます。

　性的少数者への関心が高
まり理解されていく一方
で、未だ差別的な発言など
で当事者が脅かされる状況
は続いています。2018年
に福岡市が宣誓制度を導入
して以降、県内の自治体で
続々と導入。一方で私が住
んでいる田川地区では「導
入したところで、対象者は
いないだろう」といった否
定的な意見が聞こえてきそ
うで、半ば諦めていました
ので、今回の宣誓制度の導
入に驚きと嬉しさを感じて
います。これをきっかけに、
広く田川地区に理解が広が
り、誰に対しても優しいま
ちになってほしいと願って
います。私が将来パートナ
ーと巡り合ったら、宣誓制
度を利用したいです。

　今回の講演会は、LGBTQ の当事者で、昨年
11 月に本市の男女共同参画研修会で講師を務
めた荒

あ ら ま き

牧明
あ き ら

楽さんが再登壇。性の多様性や当事
者の困りごと、避難所での体験談などをみなさ
んに伝えます。
※参加費無料・手話通訳あり。未就学児や乳幼児も一緒に入
　場できます。託児も利用できます。
●と　　き　６月17日（土）　13時45分～(13時から開場)
●と こ ろ　田川青少年文化ホール
●講　　師　荒牧明楽さん（OVER THE RAINBOW 代表）
●申込期限　６月12日（月）
※電話・FAX・メール・市ホームページで申し込み

一方または双方が性的少数者で、次のすべてに当てはまる人です。
● 成年であること
● 一方または双方が市民であること（転入予定を含む）
● 配偶者がいないこと
● 互いに近親者でないこと

　男性が必ず女性に、女性が必ず男
性に恋愛感情を抱くとは限りません。
同性や両性、どちらでもない性の人
が恋愛対象の人もいます。ＬＧＢＴ
Ｑなど性的少数者と呼ばれる人たち
が、当事者であることをカミングア
ウト（自分で第三者に打ち明ける）
するかかどうかは、本人が決めるこ
とです。たとえ善意でも、本人の同
意なしに第三者に伝える（アウティ
ング）ことは、重大な人権侵害なの
で、絶対にしないでください。

　パートナーシップ・ファミリーシ
ップ宣誓制度は、この制度を通じて
性的少数者のみなさんに対する偏見
や差別をなくし、性自認（自分の性
をどう思うか）や性的指向（どんな
人を好きになるか）に関わらず、大
切な人と安心して暮らせるようにな
ることを目指すものです。性別に関
わりなく一人ひとりの人権が尊重さ
れるまちづくりを市として進めるた
め、市民のみなさんのご理解とご協
力をお願いします。

▲制度詳細

▲詳細・申込
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